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セカンドオピニオン 

株式会社 nadeshico 

『しがぎん』サステナブル評価融資  

 

発行日：2025 年 9 月 26 日 

発行者：株式会社しがぎん経済文化センター 

産業・市場調査部 

 

本文書は、 株式会社 nadeshico（以下、「nadeshico」または「同社」という）が滋賀銀行から『しがぎ

ん』サステナブル評価融資（以下、「本ローン」という）を受けるにあたり、株式会社しがぎん経済文化センター

（KEIBUN）が発行するものである。なお、『しがぎん』サステナブル評価融資とは、お客様のサステナビリティ経

営と有意義な目標設定に対し、外部機関による評価やモニタリングを通じた伴走支援により、企業価値の向上

を後押しする融資である。 

 

1.会社概要 

社 名 株式会社 nadeshico 

所 在 地 滋賀県長浜市下坂中町 255－3 

設 立 2010 年 6 月 1 日 

事 業 内 容 

【飲食店舗運営事業】 

【プロデュース事業】 

【デザイン事業】 

従 業 員 数 370 人（2025 年 8 月末時点） 
 

（1） 事業概要 

 nadeshico は滋賀県長浜市に本店を置く飲食事業者であり、「レストラン」「カフェ」「BAR」「居酒屋」「ビスト

ロ」「食堂」など幅広いジャンルで異なるコンセプトの飲食店を展開している。滋賀県産の野菜や近江牛をカジュ

アルなバルスタイルで楽しめる「近江バル nadeshico」、産地直送の鮮⿂を味わえる、「⿂丸」、滋賀県産近江

鶏にこだわった焼き鳥店「鶏丸」、ビュッフェスタイルでモーニングを提供する「アバンダントリー」など、滋賀県内に

15 店舗を展開している。また、立命館大学びわこくさつキャンパスならびにいばらきキャンパス内の学生食堂「ナ

デシコ食堂」、「OIC FOOD PARK」、企業からの委託運営を行う社員食堂「nadeshico 食堂」を運営してい

る。 

同社は、飲食店運営のほか、飲食業を中心に他社の店舗出店企画や販促物の制作、商品開発など、開

業から運営までをトータルサポートするプロデュース事業と、専業デザイナーによるロゴやメニューブックのデザイン、

写真撮影の制作を行うデザイン事業も手掛けている。2025 年 8 月には「道の駅 あいの土山」のリニューアルプ
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ロデュースに携わるなど、これまでの飲食店運営により培ってきたノウハウを活かし、店舗運営の枠を超え、人々の

心が豊かになるような“食”のシーンを提供している。 

同社は、現代表者である細川氏が前職の農協を退職して創業した。細川氏は、前職時代から「規格外野

菜が市場流通せず、廃棄に回る」という農業業界の商慣習に疑問を感じていた。飲食業を通じて、食材を無駄

なく利用した美味しい料理の提供により、お客様に笑顔を届けるとともに、農業生産者の持続可能性の向上に

貢献したい想いから創業を決意した。2007 年に第一号店となる「旬菜酒場 菜でしこ 長浜店」をオープンして

以降、「新しい食文化を創造する」というコンセプトのもと、滋賀県内の各エリアに多様なジャンルの店舗を展開し

てきた。 

 

■近江バル nadeshico（外観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■近江バル nadeshico（内観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔出所：いずれも同社提供資料〕 

 

 

 



 

Copyright © 2025 Shigagin Keizai Bunka Center CO.,LTD. All Rights Reserved. 

3/15 

nadeshico は、商品開発力と接客力に特徴を有している。商品開発に取り組む際は、五感に訴えることを

軸とし、味覚は当然のことながら全てのメニューに「視覚的な魅力」を取り入れ、さらにプラスアルファで「聴覚、嗅

覚、触覚」のいずれか１つ以上の要素を加えている。また、可能な限り無添加で手作りにこだわっている点も商

品開発の方針の１つとしている。年 2 回のグランドメニューの変更や料理開発チームによる 3 ヶ月毎の季節メニ

ューの創作など、来店客に飽きを感じさせない工夫を講じている。商品開発メンバーは、ホテルのレストランシェフ

経験者など料理に精通したスタッフを中心に構成されており、高い専門性をもって新商品の考案を行っている。さ

らに、幅広いアイデアの採用と社員教育の一環として「料理開発プロジェクト」を立ち上げ、毎月決められたテー

マに沿って試作品を持ち寄り、互いに試食しながら、味付け・盛り付けの方法等を意見交換している。このような

商品開発の方針と仕組みにより、レストランやバル、居酒屋、食堂など、多様なジャンルの特性に合わせた魅力

あるメニューの提供を実現している。 

接客面では、快適な飲食空間を提供し「いかに喜んで帰っていただくか」ということを重視している。そのための

工夫として座席案内時に、テーブル担当者の自己紹介と本日オススメ商品や滋賀県産商品案内時に生産者

情報も織り交ぜて案内を行っている。先述の通り、同社はグランドメニューの変更や滋賀県産食材を使用した新

商品の開発を積極的に行っており、新鮮なメニュー情報をしっかりと顧客に伝えることで顧客が飽きない仕組み、

また来たいと思う店舗づくりを行っている。また、同社は新しいことにチャレンジできる社風であり、マニュアル化され

ることのない顧客一人ひとりの要望や困りごとを解決し顧客に喜びと幸せを提供するため、現場の従業員に臨機

応変なサービス対応を行うエンパワーメントを与えている。この取り組みから得た顧客対応と顧客の喜びの声を事

例としてまとめた「パーソナル BOOK」を発刊し、全スタッフに共有して全体のボトムアップを図り、より質の高いサ

ービス提供を目指している。一例として外国人来店客のために英語を始めベトナム語やロシア語等のメニュー表

作成や挨拶を取り入れるなど言語の壁を越えた接客を行っている。 

これらの積み重ねが nadeshico のブランドの構築に繋がっている。 

 

■商品開発イメージ                      ■ベトナム語メニュー 

  

 

 

  

〔出所：いずれも同社提供資料〕 
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（2） フィロソフィー 

 nadeshico は、以下のフィロソフィーを掲げている。 

「すべてはお客様の喜びのために」という使命を体現するために、大切にすべき価値観ならびに行動指針として

「人をオモイ、街をイロドリ、時をモテナス。」、「滋賀をおいしく、オモシロク」をフィロソフィーに掲げている。これらは、

細川氏の経営に対する信条やこれまでの経験、そこから得た想いをもとに誕生したものである。 

 

～「すべてはお客様の喜びのために」～ 

細川氏は創業当初から「お客様に喜んでもらう」ことを信条としており、スタッフの基本的な心構えを 17 項目

からなる「nadeshico style」に明文化している。また、スタッフ自身が「主体的に考え、行動することが重要であ

る」との考えのもと、「nadeshico ラインナップ1」を取り入れている。この取り組みでは、「お客様への心からのおも

てなしとは、具体的にはどのようなものか？」といったテーマについて、スタッフ同士がアイデアを出し合い、ディスカッ

ションを通じて内容をブラッシュアップしたうえで、店舗運営に反映させている。 

 

■nadeshico style 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 毎日、開店前に行うディスカッションを中心とした業務報告や質問等を行うミーティング 

〔出所：同社提供資料〕 
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～「人をオモイ、街をイロドリ、時をモテナス。」～ 

① 全社員の物心両面の幸福を追求し、一生あなたとあなたの家族を守る。良い考え方、思考を身につけ、

幸せになる、常に考え行動する。 

② 「店づくりは街づくり」この街に nadeshico グループのお店があって良かったと言われる店づくりをする。それ

は箱だけでなく、そこで働く社員の明るく、元気で、素直な行動から生まれる。 

③ すべてはお客様の喜びのために。一組たりとも不満足で返すことなく、心から喜んでいただけるサービスを行

う。それは会話が弾んだからとかではなく、この店員さんは私のことを思ってくれているという気持ちが伝わる

こと。それを「おもてなし」という。 

 

～「滋賀をおいしく、オモシロク」～ 

① 滋賀の食材と全国のおいしい食材を提供し、食事を楽しんでもらう。 

② 顧客に快適な飲食空間を提供し喜んでいただくためには、従業員が楽しく明るく働けている環境が必要。 

 

上記のフィロソフィーに基づいた企業活動を行う上で「色んな個性の集まりが、色々なものを創り出し、大きな

力になる」という考えのもと、従業員同士の協力と組織としての調和が重要であるとし、その想いを小さな花の集

合体である撫子の花をモチーフにした企業ロゴマークに表している。 

 

■企業ロゴ 

 

 

 

〔出所：同社提供資料〕 
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2.nadeshico のサステナビリティ  

 nadeshico では、全てのステークホルダーの「喜びの追求」が顧客満足はもとより、関係する生産者や滋賀県

の発展、さらには自社の持続的な成長につながり、結果として社会全体に貢献すると考えている。その考えは

SDGs の思想に一致するものであり、特に以下の３つのテーマに焦点を当て、具体的な取り組みを進めている。 

1 つ目のテーマは「地域社会への取り組み」である。フィロソフィーに掲げる「滋賀をおいしく、オモシロク」の実現

に向けて、地域社会とのつながりを大切にした取り組みを行っている。特に、滋賀県食材の地産地消を推進して

おり、地元の生産農家とのコラボレーション商品の開発、専属契約農家と連携した滋賀の伝統野菜を活かした

メニュー作りに取り組んでいる。これらの活動を通じて、地元農家の持続可能性向上に貢献するとともに、滋賀

県産食材の魅力を届けることで、農家とお客様双方の「喜び」につなげている。また、農産物の仕入においては

「やさいバス2 」を活用しており、市場を介さずに地元農家と直接やり取りを行うことで、より新鮮な野菜を仕入れ

るだけでなく、生産者との関係構築も深めている。さらに、この仕入の仕組みを自社に限定せず、個人から企業

まで幅広い利用者に開放することで、地元生産者と購入者の架け橋となり、地元の流通ネットワークの活性化

にも寄与している。さらに、地域福祉への取り組みとして、地元の福祉団体と連携し、やさいバスの配送助手業

務や焼き鳥の串打ち業務において新たな障がい者雇用を生み出しており、障がい者の就労支援と社会参加に

も貢献している。 

2 つ目のテーマは「環境への取り組み」である。近年、自然災害の激甚化により農作物の不作など、農業への

深刻な影響が広がっている中、同社は飲食店を運営する企業として、自然環境の保全に取り組むことが重要

な責務である認識している。同社が推進する地産地消の取り組みは、地域の農産物を地域内で消費すること

で流通エリアを限定することから、食材輸送に伴う CO₂排出量を抑制している。また、見た目のキズや大きさなど

を理由に市場に流通できない規格外野菜も積極的に活用しており、食品ロスの削減に寄与している。これらの

地域の農業を支える取り組みや仕組みが、結果として環境保全へとつながっている。 

3 つ目のテーマは「従業員への取り組み」である。「スタッフの笑顔がお客様の笑顔につながる」という考えのもと、

従業員が安心して働ける雇用環境の整備と福利厚生の充実に対応するために人事課を新設し、上場企業の

水準を目指した人事制度の構築を進め、「日本でいちばん大切にしたい会社大賞3」の受賞を目標に、従業員

を大切にする組織づくりを企業戦略の柱に据えている。また、お客様との関係性においても、店舗とスタッフ双方

の魅力が伝わるような仕組みを構築しており、お客様がスタッフを応援できる「推しエール総選挙」といった取り組

みを通じて、従業員一人ひとりがお客様とのつながりを実感できる機会を創出している。 

同社では HACCP に基づく食品衛生管理に加え、従業員各自が出退勤時に自社独自のチェック表に基づき

衛生管理や健康状態を日報で報告する体制となっている。本社では日報報告がない場合はアラートが出るよう

な仕組みがあり、全店舗、抜け漏れがないよう厳格な食品衛生管理体制を構築し、安心安全な商品提供に

努めている。 

 
2 静岡県のベンチャー企業「やさいバス株式会社」が開発した農作物の地域共同配送システム。登録農家が同社のウェブサイトに野菜を出展し、

買い手が付けば、専用のコンテナに入れて最寄りの共同の集荷場に納品。回収・配送は地元の配送業者に委託。配送業者がルートを循環し、

購入者が希望した場所（停留所）に届けるシステム 
3 「一般社団法人 人を大切にする経営学会」の顕彰制度。「希望退職者の募集や人員整理（リストラ）をしていない」、「重大（死亡や重

傷）な労働災害を発生させていない」「一方的なコストダウン等理不尽な取り引きを強要していない」など６項目を過去５年間にわたって該当し

ていないことが応募資格となっている 
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■SDGs の取り組み  

〔出所：ヒアリングより KEIBUN 作成〕 
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３.サステナビリティ目標の設定  

（1）サステナビリティ目標 

テ ー マ 滋賀県産食材の地産地消を通じた地域の活性化  

貢献する SDGs 
     

K P I 『滋賀県産食材の仕入比率』 

目   標 

＜実績値＞ 

2024 年度 

22.3％ 

 

＜目標値＞ 

2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

26.5％ 30.0％ 31.5％ 33.0％ 34.0％ 35.0％ 

2031 年度 2032 年度 2033 年度 2034 年度 2035 年度 

35.0％ 35.0％ 35.0％ 35.0％ 35.0％ 
 

内   容 

【計算方法】 

・（滋賀県産食材仕入高 ÷ 原材料総仕入高） ×100 

 小数点第２位以下を四捨五入 

 

【対象】 

‣滋賀県産の米、野菜、調味料、飲料（酒含む）、畜産物（近江牛など）、湖⿂ 

などを対象とする。 

 

【期間】 

事業年度（6 月 1 日～5 月 31 日）を基準とする 

例）2025 年度（2025 年 6 月 1 日～2026 年 5 月 31 日） 
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（2）サステナビリティ目標の有意義性 

nadeshico は本ローンの組成にあたり、「滋賀県産食材の仕入比率」を KPI に設定し、目標値を掲げた。

以下にて、その取り組みの有意義性について見ていく。 

 

2010 年 12 月農林水産省は農林漁業の振興等を図ることを目指し、「地域資源を活用した農林漁業者

等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（六次産業化・地産地消法）」

を公布した。この法律では、地産地消について「生産者と消費者との結びつきの強化」、「地域の農林漁業及び

関連事業の振興による地域の活性化」、「消費者の豊かな食生活の実現」など８つの基本理念を定め、「六

次産業化」とあわせ「地産地消」を総合的に推進していくとしている。 

地産地消とは同法によれば「国内の地域で生産された農林水産物（食用に供されるものに限る）をその生

産された地域内において消費すること（消費者に販売すること及び食品として加工することを含む）。」である。

地産地消に取り組むことは多くのメリットがある。消費者にとっては身近な地域から新鮮な農作物や畜産物、水

産物などを得ることで、食生活を楽しむことができる。消費者は、食を通じて農林水産業や地域産業の担い手

を支えることになる。これらのように生産、消費、雇用、流通などを通じて地域社会の活性化に繋がる。また、食

料自給率の向上や、国産農林水産物の消費拡大による経済の循環、食品ロスの削減などに寄与する。また

輸送距離の短縮は CO₂排出量の削減に繋がるなど、環境面でのメリットも考えられる。 

 

■六次産業化・地産地消法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔出所：農林水産省ウェブサイト〕 
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〔出所：滋賀県ウェブサイト〕 

滋賀県では 2021 年に農業・水産業部門の基本的な施策の展開方向を示す基本計画として「滋賀県農

業・水産業基本計画」を策定した。同計画では、「県民みんなで創る滋賀の『食と農』を通じた『幸せ』」を基本

理念と定め、滋賀の農業・水産業が目指す 2030 年の姿に向けた施策の展開方向を示している。この計画で

は「地域自給力（つくる力）の向上」、「農業・農村への誘導」、「県産農畜水産物の消費拡大」などの取り組

みを進めていくとしている。また、この基本計画を踏まえ 2022 年に改訂された「しがの農畜水産マーケティング戦

略」では、滋賀県産農畜水産物を「滋賀の幸（さち）」と定義し、「滋賀の幸」のファン拡大と生産者の生産意

欲の向上を目指している。そして「新鮮」、「安心」、「親近感」などをキーワードとして、県内消費者の購入意欲

や購入機会の向上・創出に努めるとしている。これら計画や戦略では、滋賀県産農畜水産物を通じて生産者

や流通業者などの持続的発展や付加価値の向上、また海外を含めた県外への販路拡大と併せ滋賀県内での

地産地消も推進している。 

 

■しがの農畜水産物マーケティング戦略 
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こうした地産地消の取り組みを持続可能なものとするためには、それを支える地域の農家の存在が不可欠

である一方で、農家の減少が深刻な課題となっている。農林水産省が公表する「農業構造動態調査」による

と、全国における 2024 年の農業経営体4数は 88 万 3,300 経営体と、前年の 92 万 9,400 経営体から

約５％減少している。また、2014 年の 147 万 1,200 経営体と比較すると、約 40%と大幅に減少してお

り、農業の担い手が失われていることが浮き彫りとなっている（資料１）。滋賀県においても同様の傾向が見

られ、「農林業センサス結果報告書」によると、2020 年の販売農家5 数は 13,807 戸と、2010 年から約

44％減少している（資料２）。これらの背景には、生産コストや物流コストの上昇に加え、後継者不足、販

売価格の安さ、出荷価格の変動、販路の拡大などの複合的な要因が挙げられている（資料３）。 

 

■全国・農業経営体の推移（2015 年、20 年は公表データなし）・・・資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■滋賀県販売農家数の推移・・・資料２       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 経営耕地面積が 30 アール以上や、農作物ごとに定められた栽培面積や家畜の飼養頭羽数の基準、または調査期日前 1 年間における農産

物の販売金額が 50 万円以上事業体。個人経営の「家族経営体」、法人化された「団体経営体」がある 
5 経営耕地面積が 10 アール以上または農産物販売金額が 15 万円以上あった世帯を農家と言い、そのうち経営耕地面積が 30 アール以上ま

たは調査期日前 1 年間における農産物の販売金額が 50 万円以上の農家を販売農家と言う 

〔出所：農林水産省「農業構造動態調査」より KEIBUN 作成〕 

〔出所：「滋賀県統計書」より KEIBUN 作成〕 
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■農業の仕事に従事している際に感じている課題・・・資料３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農家の減少が進む中にあっても、消費者側の地元食材や生産者との関わりへの関心は高まりを見せている。

滋賀県が公表する「食と農への関心・関わり度についてのアンケート結果（調査実施時期：2025 年８月、

回答数：239 人、担当課：農政水産部農政課）」によると、「滋賀県産の食材や、滋賀県産の食材が使わ

れている商品をできる限り買いたい・食べたいと思う」と回答した割合は 84.9%、「何らかの方法で滋賀県の農

業・水産業と関わりを持ちたいと思う（「とても思う」と「少し思う」の合計）」と回答した割合は 74.0%となって

いる。具体的な関わり方としては、「直売所やスーパーで購入したい」や「飲食店で滋賀県食材を使った料理を

食べたい」といった意見が多く挙がっている。このように地元食材を求める県民ニーズに対し農家数は減少しギャッ

プが生じている。その中で地産地消の取り組みは、農業所得の向上や後継者・担い手不足の解消など、農業

が抱える課題解決への１つの方策であると言える。 

 

■滋賀県「食と農への関心・関わり度についてのアンケート結果」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出所：農林中央金庫 2024 年 3 月「日本の農業の持続可能性に関する意識調査」〕 

〔出所：滋賀県「食と農への関心・関わり度についてのアンケート結果」より KEIBUN 加工〕 
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nadeshico は、滋賀県産食材の美味しさを広く届けるために、「滋賀県産食材の仕入比率」の向上に積極

的に取り組む方針である。仕入面においては、既契約の農家からの紹介や、道の駅に納入している生産者への

アプローチを通じて、地元生産者とのネットワークの拡大による多様な食材の調達を図っていく。商品開発では、

地元農家との協働によるコラボレーション商品を開発・拡充し、滋賀県産の食材の魅力を活かしたメニュー作り

に継続的に取り組んでいく。さらに、広報活動として「NADESHICO MAGAZINE」を発刊し、自社店舗や県

内農家の取り組みを紹介することで、地域の魅力を対外的に発信し、消費者や生産者とのつながりを深めてい

きたいと考えている。これらの取り組みを通じて、地域農業の活性化と持続可能な地産地消の実現を目指して

いく。 

以上より、nadeshico が設定した KPI は、国や滋賀県の方針・施策に整合しており、自社および農畜水産

物の生産者、地域社会のサステナビリティに貢献する取り組みとして有意義であるといえる。 

以上 

■nadeshico の滋賀県産の食材を使ったメニュー 

（左から「ラトナファームトマトとオクラ夏ハモの土佐酢ジュレ」、「近江鴨のパンコントマテ」） 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

■NADESHICO MAGAZINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔出所：いずれも同社提供資料〕 
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しがぎん経済文化センター 会社概要  

 

 

社名    株式会社しがぎん経済文化センター 

 

代表者   取締役社長 波田 晋一 

 

所在地   〒520-0041 

滋賀県大津市浜町 1 番 38 号 

 

設立   1984 年 3 月 21 日 

 

資本金  1,000 万円 

 

株主   株式会社滋賀銀行 

 

TEL   077-526-0005 

 

FAX   077-526-3838 
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留意事項 

 

1. KEIBUN の第三者意見について 

 本文書については滋賀銀行が、借入人に対して実施する『しがぎん』サステナブル評価融資について、借

入人のサステナビリティ経営と設定する目標の有意義性に対する第三者意見を述べたものです。

KEIBUN は第三者意見にかかる業務を行う際、常に誠実に行動します。 

 その内容は現時点で入手可能な公開情報、借入人から提供された情報や借入人へのインタビューなど

で収集した情報に基づいて、現時点での状況を評価したものであり、当該情報の正確性、実現可能性、

将来における状況への評価を保証するものではありません。また、当該情報が重要な虚偽または誤解を

招く陳述が含まれる場合や、業務上必要とされる注意を怠って作成された陳述または情報が含まれる場

合、必要な情報を省略するまたはあいまいにすることにより誤解を生じさせるような場合に、それを認識し

ながら評価は行いません。適切に第三者意見にかかる業務を行うため、その職務遂行能力を必要とされ

る水準を維持します。 

 KEIBUN は当文書のあらゆる使用から生じる直接的、間接的損失や派生的損害については、一切責

任は負いません。 

 

2. 滋賀銀行との関係、独立性 

 KEIBUN は滋賀銀行グループに属しており、滋賀銀行および滋賀銀行グループ企業との間および滋賀

銀行グループのお客さま相互の間における利益相反のおそれのある取引等に関して、法令等に従い、お

客さまの利益が不当に害されることのないように、適切に業務を遂行いたします。 

 また、本文書にかかる調査、分析、コンサルティング業務は滋賀銀行とは独立して行われるものであり、滋

賀銀行からの融資に関する助言を構成するものでも、資金調達を保証するものでもありません。 

 

3. KEIBUN の第三者性 

 借入人と KEIBUN との間に利益相反が生じるような、資本関係、人的関係などの特別な利害関係は

ございません。 

 

4. 本文書の著作権 

 本文書に関する一切の権利は KEIBUN が保有しています。本文書の全部または一部を自己使用の目

的を超えて、複製、改変、翻案、頒布等をすることは禁止されています。 

 


